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 「特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例」の制定について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の

規定により、知事から教育委員会に対して意見の聴取があったものです。 

 

１ 改正理由 

   知事、副知事、教育長、常勤監査委員及び知事特別秘書（以下、「知事等」という。） 

の期末手当の支給月数については、これまで一般職との均衡により改定を行ってき 

たところであるが、他団体の多くが内閣総理大臣等の国特別職との均衡により改定 

していることから、見直しを行うもの。 

  

  

２ 改正内容 

知事等の期末手当の支給月数について、国特別職の期末手当の支給月数に準じた 

ものとする。 

現行 ４．４０月分 ⇒ 見直し後 ３．４０月分（▲１.０月分） 

 

※  加算割合等を考慮すると、現行 5.76576 月分⇒見直し後 5.30536 月分（▲約 0.46 月分） 

 現行：（（給料月額＋地域手当）＋（給料月額＋地域手当）×役職加算 20％）×支給月数 4.4 月分 

 見直し後：（（給料月額＋地域手当）＋（給料月額＋地域手当）×役職加算 20％＋給料月額×管理職 

加算 25％）×支給月数 3.4 月分 

  

  

３ 施行期日 

   令和６年１２月１日 


